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第 667 回兵庫地方最低賃金審議会 

議事録 

日 時 
令和６年５月 20日（月） 

９時 57 分～10 時 35 分 

場 所 兵庫労働局 第３共用会議室 

出席者 

公益代表委員 梅野会長、坂本委員、桜間委員、千田委員、山口委員 

労働者代表委員 岩﨑委員、小西委員、檀上委員、堀井委員、森田委員 

使用者代表委員 倉本委員、瀬川委員、松岡委員、松下委員、𠮷川委員 

事 務 局 

赤松労働局長、岡本労働基準部長、安積賃金室長、 

飯田賃金指導官、山中労働基準監督官、小川労働基準監

督官 

議 題 

(１) 兵庫地方最低賃金審議会の日程等について 

(２) 今年度の実地視察・意見聴取について 

(３) その他 
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 ただ今から、第 667 回兵庫地方最低賃金審議会を開催いたします。 

傍聴者の皆様におかれましては、受付でお渡ししております遵守事項

に記載しているとおり、円滑な議事進行に御協力いただきますようお願

いいたします。 

本日は、全委員の皆様が御出席されておりますので、最低賃金審議会

令第５条第２項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告

いたします。 

それでは、審議に入ります前に、本年度第１回目の審議会開催となり

ますので、兵庫労働局長の赤松より、御挨拶を申し上げます。 

 

皆様おはようございます。４月１日付けで京都労働局から転任してま

いりました赤松俊彦と申します。 

私は平成４年に労働省に入省しまして、以来様々な部署で仕事をして

まいりました。 

例えば、富山県庁労働雇用課長であったり、あるいは財務省では財政

投融資、経済産業省とか、運輸省の航空局とかそういったところの財投

の貸付けなどをやっておりました。 

また、東レ株式会社さんに出向して、ＣＳＲをやらせていただいたり、

様々な職務を経験させていただきました。 
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本省では直近外国人雇用対策課長として、特定技能労働者の受入れに

係る新しい在留資格の創設と検討そういったことに携わってまいりま

した。 

まず、本年度第１回となります最低賃金審議会本審の開催にあたりま

して、一言御挨拶をさせていただきます。 

梅野会長様はじめ委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、

委員をお引受けいただき、また円滑な本審の運営に御協力いただきまし

て、誠にありがとうございます。 

まず、最低賃金をめぐる状況でございますが、デフレからの完全脱却

であるとか、分配と成長の好循環を実現など、様々な観点から年々最低

賃金につきまして社会的関心が高まっております。 

とりわけ目安額の公表時、各労働局の各都道府県の地域別最低賃金の

答申時には、大きく報道いただいている状況であります。 

兵庫県の最低賃金は昨年 10 月１日に 1,001 円になりました。 

また、全国加重平均の最低賃金額は政府の目標を超える 1,004 円とな

ったところであります。 

昨年 11 月に政府の総合経済対策が取りまとめられ、その中では 2030

年代の半ばには全国加重平均が 1,500 円となることを目指すとされて

おります。 

また、こうした最低賃金の継続的な引上げに対応しまして、支援措置

の充実を図るとされております。 

厚生労働省兵庫労働局におきましても、昨年度に続きまして、最低賃

金並びに賃金の引上げに向けた支援を最重要事項として、行政運営方針

のトップに掲げております。 

また、併せて賃金の引上げにつきまして、地方版の政労使会議が各地

で開催されました。 

本年１月には、兵庫県におきましても、昨年を上回る賃上げ、労務費

等の適切な価格転嫁などにオール兵庫で取り組むとする共同宣言が取

りまとめられました。 

このように最低賃金、賃上げにつきまして、様々な取組が進められて

おりますが、今年の春闘では先日５月８日に連合が公表されました第４

回回答集計におきまして、定昇込み賃上げが 5.17％、昨年の同じ時期

と比べ 1.50 ポイント上昇、大幅な上昇となっております。 

一方で、国際情勢、経済情勢につきましては、不透明な状況が広がっ

ております。最近では１ドル 160 円を超える大幅な円安水準になるなど

原材料費、燃料費等々物価の上昇も懸念されるところであります。 

最低賃金法に定められました地域別最低賃金の決定原則、また目安制

度の在り方、経済雇用の動向、労働者の最低労働条件の確保、など総合
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的な観点から委員の皆様方には非常に難しい御判断をしていただくこ

とになろうかと思います。 

また、時間的にも厳しい制約がある中での御審議をお願いすることに

なります。 

大変御負担、御苦労をお掛けすることになりますが、本年も円滑な審

議運営に御協力いただきますよう、お願い申し上げます。 

２月の実質賃金が前年同月と比べるとマイナス 1.8％、22 か月連続の

マイナスが続いているという状況がある中で、経済動向を踏まえながら

様々な観点で大変重たい議論になろうかと思いますが、何卒ご審議のほ

ど、よろしくお願い申し上げまして、冒頭の御挨拶とさせていただきま

す。 

本年度もどうかよろしくお願いいたします。 

 

本日は令和６年度の最初の審議会となりますが、第 54 期の委員の皆

様におかれましては、昨年４月から２年間の任期ということで御就任い

ただいておりますので、本年度も引き続きよろしくお願いいたします。 

続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。 

今年度は、兵庫労働局長と労働基準部長、賃金室長について、異動が

ございましたので、紹介させていただきます。 

まず、兵庫労働局長の赤松です。 

 

改めまして、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

労働基準部長の岡本です。 

 

本年４月に愛媛労働局から異動してまいりました岡本と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

最低賃金審議会につきましては、宮崎、大分、愛媛と労働基準部長を

しておりまして、これまでそれぞれの労働局で公労使委員の皆様方のお

力添えによりまして、何とか円滑な審議を進めることができました。 

本年度につきましても、各委員の皆様方のお力添えをいただきなが

ら、円滑な審議の確保に事務局といたしまして、努めてまいりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

賃金室長の安積です。 

 

この４月に賃金室に着任しました安積と申します。よろしくお願いい

たします。 
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本年度におきましても、審議会の円滑な運営に努めてまいりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議題に入ります前に、当審議会の会長及び会長代理につい

て、御説明させていただきます。 

本日の審議会は、昨年度から引き続きとなる第 54 期委員で開催する

審議会となっておりますので、昨年度の審議会にて御承認いただいたと

おり、引き続き、会長を梅野委員に、会長代理を山口委員にお願いいた

したいと思います。梅野委員、山口委員、よろしくお願いいたします。 

議題に入らせていただきたいと思いますが、本日の議題は、 

（１）兵庫地方最低賃金審議会の日程等について 

(２) 今年度の実地視察・意見聴取について 

（３）その他でございます。 

 それでは、この後の議事進行につきましては、兵庫地方最低賃金審議

会運営規程第５条第１項の規定により、会長が議事進行することになっ

ておりますので、これからの議事進行、梅野会長よろしくお願いいたし

ます。 

 

梅野でございます。 

本年度も慎重審議に努めます。皆様の御協力よろしくお願いいたしま

す。 

初めに、今年度の議事録確認の委員を確認します。 

今年度につきましても、昨年度と同様に、会長の私と労働者側は森田

委員、使用者側は松岡委員でよろしいですか。 

 

はい。 

 

では、これで議事録確認の委員は確認できました。 

また、議事録の確認を行う委員が欠席された場合は、適宜代わりの委

員を指名したいと思います。それでよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

お願いいたします。 

それでは、議題（１）「兵庫地方最低賃金審議会の日程等について」

です。事務局から説明をお願いいたします。 

 

それでは、事務局から、兵庫県最低賃金に係る答申日と発効日の関係
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について、御説明させていただきます。 

お手元にお配りしてあります資料№１を御覧ください。 

こちらは、「令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表

（地域別最低賃金の場合）」となっております。 

青塗りした枠を御覧ください。 

従来の 10 月１日発効を目指した場合、８月５日月曜日が答申期限と

なります。 

曜日のめぐりにより、発効日が９月 29 日となっておりますが、事務

局の方で発効日を10月１日に指定させていただく予定としております。 

８月５日月曜日に答申をいただいた場合、異議申出の期間は８月 20

日火曜日までとなりますので、翌開庁日である８月 21 日水曜日の審議

会を経て、８月 30 日に官報公示を行う予定としております。 

なお、ただ今御説明いたしました答申日と発効日の関係は法令の手続

きによるものであり、発効日につきましては当然に審議状況により決定

されるものでありますので、御承知おきいただければと思います。 

続きまして、「今後の予定案」について、資料№２を御覧ください。 

これは８月５日月曜日を答申期限とした場合の審議会の開催日程に

ついて、事務局案として作成したものでございます。 

まず、７月１日月曜日に兵庫地方最低賃金審議会第 668 回本審を開催

し、７月 19 日金曜日に第 669 回本審を開催する予定としております。 

続きまして、７月 29 日月曜日に第 670 回本審を開催した後に同日第

１回兵庫県最低賃金専門部会を開催する予定としております。 

その後７月 31 日から８月５日の間に必要に応じて兵庫県最低賃金専

門部会を３～４回程度開催した上で、８月５日午後第 671 回本審におい

て答申を行い、８月 21 日第 672 回本審で異議申出に係る調査審議を行

う予定としております。以上となります。 

 

事務局から、最低賃金の改正に係る８月 21 日水曜までの日程案が示

されました。皆様よろしいでしょうか。 

何か御意見、御質問等があれば、お出しください。 

 

（特になし） 

 

では、次議題（２）「今年度の実地視察・意見聴取について」です。 

事務局から説明をお願いいたします。 

 

賃金室山中です。 

今年度の実地視察、意見聴取について、私の方から、御説明させてい
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ただきます。 

こちらの実地視察及び意見聴取は、いずれも委員の皆様の地域や各業

界の実態を御認識いただき、その後の審議に生かしていただくために実

施しているところでございます。 

資料№３表面を御覧ください。 

こちらは令和６年３月 11 日に開催いたしました第 666 回本審におい

て、令和６年度の実施視察は、県内の宿泊業・飲食サービス業、卸売・

小売業を対象とすることについて、御了承いただいたものでございま

す。 

現時点で、宿泊業・飲食サービス業のうち、芦屋市内の飲食店、卸売・

小売業のうち、神戸市内の菓子小売店と個別に調整を行っているところ

でございます。 

実施日につきましては、現在調整中でございますが、飲食業、小売業

ともに６月中旬から末ごろ、遅くとも７月初旬までには実施したいと考

えております。 

御参加いただく委員につきましては、視察事業場と日程調整を行い次

第、別途メールの方で調整させていただきたいと思います。 

続きまして、意見聴取についてです。 

資料№３の裏面を御覧いただいてもよろしいでしょうか。 

意見聴取は、特に産業別の特定最賃が適用される企業の実情を知るた

めに例年行っているもので、今年度の対象業種を鉄鋼業、電子部品等製

造業といたしますことを先の本審で御了承いただいたところでござい

ます。 

こちらにつきましても、現在鉄鋼業については神戸市内の事業場、電

子部品等製造業については姫路市内の事業場と個別に調整中であるこ

とを御報告いたします。以上でございます。 

  

 実地視察については、事業場の現場・実態をじかに見聞できる貴重な

機会です。各委員において、可能な限り日程調整、出席調整をお願いで

きれば幸いです。また、日程、参加者の調整については、事務局の方で

準備を進めていただきます。よろしくお願いいたします。 

 本件について、何か御質問等ございますでしょうか。 

 

 （特になし） 

 

よろしいですか。 

では、次議題（３）「その他」です。 

事務局から何かございますでしょうか。 
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 賃金室の安積です。 

私の方から、お手元にお配りしております資料について、御説明させ

ていただきたいと思います。 

事務局といたしましては、本審議にあたりまして、有用だと思われる

情報につきましては、今後も適宜委員の皆様方に御紹介させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

まず、資料№４を御覧いただきたいと思います。 

昨年度の地域別最低賃金の改定決定状況について、御説明させていた

だきます。 

８ページを御覧ください。 

昨年度の地域別最低賃金額の改正決定の手順を示しております。 

令和５年度実績の日程等も参考として、記載しております。 

上段の水色点線で囲んだ部分が中央での流れ、その下段に兵庫地方最

低賃金審議会の流れを記載しております。 

上段の水色点線で囲んだ中央最低賃金審議会の部分を御覧ください。 

ここでは昨年度は６月 30 日に大臣から諮問が行われております。 

そして、５回の目安小委員会での調査審議が行われて、７月 28 日に

目安が答申されました。 

この目安を参考に下段では、兵庫労働局長が７月３日に審議会に諮問

し、７月 31 日からの調査審議を経て、その後改定額の答申、異議の申

出等の調査審議を行ったことを記載しております。 

その結果、９月１日に改定額を決定・公示して、10 月１日に効力が発

生したこととなっております。 

続きまして、政府の動向について、御紹介させていただきます。 

11 ページを御覧ください。 

今年３月の政労使の意見交換の場での岸田総理の発言記録になりま

す。 

下段の方に赤字で記載しているところがございますが、「労働生産性

の引上げ努力等を通じ、2030 年代半ばまでに 1,500 円となることを目指

すとした目標について、より早く達成できるよう、中小企業、小規模企

業の自動化・省力化投資や事業継承、Ｍ＆Ａの環境整備等について、官

民連携して、努力していく」ことの意向表明がなされていますので、参

考までに御紹介させていただきました。 

続きまして、資料№６を御覧ください。 

これは財務省が「地域企業における賃上げ等の動向について」として、

特別調査を行い、その結果を令和６年４月に取りまとめた資料となりま

すので、御説明させていただきます。 
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その資料№６の３ページを御覧ください。 

「賃金引上げの動向」ということで、左側の棒グラフの①のとおり、

全規模・全産業に関しては、今年度にベア（ベースアップ）を行った企

業の割合は上段の水色の昨年度の 64.4％から今年度は 70.7％に増加し

ております。 

また、その下の②定期昇給を行った企業は前年度の 79.4％から今年度

は 81.9％に増加しております。 

ちなみに③の賞与・一時金等で増額を行った企業については、今年度

は減少しているという動向が見受けられます。 

続きまして、その企業規模別ではどうかということを見ていきたいと

思います。 

その右側の上下二つの棒グラフを御覧ください。 

上段の大企業と下段の中堅・中小企業等の別での比較では、①ベア、

②定期昇給ともに大企業よりも中堅・中小企業等の方の伸び幅が前年度

と比較して、大きくなっております。 

以上のことから、その３ページの上段に四角で、囲っているところに

賃金引上げ動向について、まとめられております。 

まず、●の１つ目のところですが、2024 年度にベア、又は定期昇給を

実施する企業の割合は前年度からそれぞれ増加し、ベアで 70.7％、定期

昇給で 81.9％となっており、企業が賃金の底上げを意識していることが

伺える。２つ目の●でベアを実施する企業について、規模別に見ると、

大企業より中堅・中小企業等の伸び幅が大きくなっており、賃金引上げ

の流れが中堅・中小企業等にも広がっていることが伺えるとまとめられ

ております。 

では、賃金引上げ率を５％以上実施した割合などについて、見てみま

す。 

６ページを御覧ください。 

左側の棒グラフが全規模・全産業の企業分になります。 

2023 年度に比べて、今年度は 46.5％が賃上げ５％以上を実行してい

るということが見受けられます。 

ただし、右側の規模別の棒グラフを見ていただきますと、大企業と中

堅・中小企業等ともに昨年度より５％以上賃上げ実施割合が増加してお

ります。 

続きまして、その次の７ページを御覧ください。 

「賃金引上げを実施する理由、しない理由」について、まとめられて

おります。 

左の棒グラフが「賃金引上げを実施する理由」となっており、その理

由の１番が「社員のモチベーション向上、離職防止」などとなっており
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ます。 

また、右側の「賃金引上げを実施しない理由」につきましては、その

理由の１番が「業績低迷」となっております。 

次に、資料№７を御覧ください。 

先ほどの資料№６が全国の統計でしたが、この資料№７は、近畿財務

局が近畿圏内の経済情勢について、取りまとめた資料になります。 

その資料の３ページを御覧ください。 

上段の「総括判断」ですが、６年１月判断では、「緩やかに回復しつ

つある」とあり、真ん中の６年４月判断では「一部に弱さがみられもの

の、緩やかに回復しつつある」となっております。 

その「総括判断の要点」として、「個人消費は、緩やかに回復しつつ

ある。」、「生産活動は、弱含んでいる。」、「雇用情勢は、緩やかに持ち直

している。」とされております。 

その下に「情勢判断の主なポイント」として、各項目についての６年

１月と４月の判断状況が記載されております。 

御覧いただきますとお分かりいただけると思いますが、「個人消費」、

「雇用情勢」、「設備投資」、「企業収益」、「住宅建設」の項目につきまし

ては、６年１月と４月のそれぞれの時点で横ばいで変更はありません。   

しかし、上から２段目の項目、「生産活動」につきましては、１月の「一

進一退の状況にある」から４月につきましては、「弱含んでいる」と右

下の矢印が示されており、下降しているというところが見受けられま

す。 

また、最下段の「輸出」の項目につきましては、１月の「前年を下回

っている」から、４月につきましては、「前年を上回っている」として、

右上の赤字で矢印のとおり、上昇していると判断されております。 

その右側に、＜府県別の経済情勢＞が地図とともに載せられておりま

す。ここを御覧いただきますと兵庫県につきましては、「持ち直しのテ

ンポが緩やかになっている」というような状況が示されております。 

さらに、その３ページの一番下のところに、「先行き」について、記

載があります。 

「先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効

果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な

金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れ

が景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域を

めぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。

さらに、令和６年能登半島地震の経済に与える影響に十分留意する必要

がある。」とされております。 

続きまして、近畿圏内での賃金引上げの実施状況について、見ていき
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たいと思います。 

５ページを御覧ください。 

これは正規雇用の従業員についての調査となりますが、左側の棒グラ

フが大企業と中堅・中小企業等を合わせた全規模企業での賃上げ状況と

なります。 

ベアを行った企業につきましては、今年度は 81.4％、定期昇給を行っ

たのは、87.3％となっております。 

このベアとか定期昇給等を合わせて、賃上げ自体を行っている企業の

割合が上のオレンジ色の丸の点線で囲っているように 98％となってご

ざいます。 

続きまして、その右側、企業規模別ではどうかというところになるの

ですが、上段の大企業ではベア実施が 83.9％、定期昇給実施が 88.7％

となってございます。 

下段の中堅・中小企業等では今年度のベア実施 77.5％、定期昇給実施

が 85.0％となっております。 

これは上段の大企業と比べると実施率自体は若干低くなっておりま

すが、前年度からの実施割合の増加状況の比較をすると、中堅・中小企

業等の実施率の割合が大きくなっていることが認められます。 

続きまして、ベア実施や定期昇給等実施を含んだ賃金引上げの実施割

合につきましても、その５ページの右側のところで、近畿圏内では、大

企業でオレンジ色の点線で囲っているとおり、98.4％、中堅・中小企業

等では 97.5％ということになっておりまして、ともにほとんどの企業で

賃金引上げを行っている状況が確認できます。 

次に、７ページを御覧ください。 

これも「賃金引上げを実施する理由」についてですが、こちらは近畿

圏内ではどうかということになっています。先に御説明させていただき

ました財務省取りまとめの全国引上げの理由と同じような傾向がある

のかなと思われます。 

「賃金引上げを実施する理由」の１番目としましては、「社員のモチ

ベーションの向上、待遇改善等」が挙げられており、２番目が「物価上

昇への対応」、３番目が「新規人材の確保」となってございます。 

その他ですが、11 ページに「特徴的な賃金引上げ等の企業事例」とあ

り、その裏面 12 ページに「欽山」というたまたま兵庫県の事業場が取

り上げられております。また、御参考にしていただければと思います。 

13 ページ以降につきましては、全国と近畿のそれぞれの各経済指標等

も掲載されておりますので、またお時間のあるときに御確認しておいて

いただければと思います。 

最後に資料№８と資料№９を御紹介させていだきます。 
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まず、資料№８についてですが、これは労働者側の日本労働組合総連

合の会長からの今年４月に厚生労働大臣あてに提出された要請書にな

ります。 

まず、その記１に記載してございますように「地域別最低賃金につい

て」は、人たるに値する生活を営む賃金水準とするために中期的に大幅

な水準引上げを目指すことや地域間の賃金額差の縮小を図ることが要

望されております。 

また、全労働者の利益のために最低賃金引上げの早期発効の要望もな

されております。 

また、その要請書の裏面を御覧いただきたいのですが、２としまして、

「最低賃金引上げに向けた環境整備」として、労務費上昇分の適切な価

格転嫁とか業務改善助成金の活用促進が求められております。 

その他、特定最低賃金についての意義・目的を踏まえた審議会運営と

か最低賃金の履行確保に向けた監督行政の強化、家内労働及び最低工賃

に係る十分な協議等についての要望がなされております。 

続きまして、資料№９を御覧ください。 

これは使用者側として、日本商工会議所、東京商工会議所、全国商工

会連合会、全国中小企業団体中央会の連名で今年４月に政府に出された

要望となってございます。 

まず、１つ目としまして、法定三要素つまり労働者の生計費、労働者

の賃金、企業の賃金支払能力に関するデータ等を元に納得感のある審議

決定を求めることが挙げられております。 

２つ目には、最低賃金引上げによる中小企業・小規模事業者への経営

や地域の雇用への影響に注視してほしいとして、過度に隣県との額差を

意識せず、地域経済を支える中小企業・小規模事業者の経営に与える最

低賃金引上げによる深刻な影響についても検討してほしいとされてお

ります。 

また、３つ目としましては、中小企業・小規模事業者が自発的に賃上

げできる環境整備についての要望がなされており、生産性向上を伴う賃

上げを支援する制度拡充とか労務費の適正な価格転嫁に関する指針の

徹底等についての要望がなされております。 

その他には人手不足につながる「年収の壁」問題の解消や改定後の最

低賃金についての十分な期間を担保した上での発効とか特定最低賃金

制度の適切な運用についての要望がなされております。 

この資料№８、№９のとおり、最低賃金に係る労使それぞれの団体か

らの要望について、御紹介させていただきました。 

私からの資料説明は以上となります。 
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梅野会長 

 

 

 

各委員 

 

梅野会長 

 

 

 

 

各委員 

 

梅野会長 

 

飯田賃金指

導官 

 

 

 

梅野会長 

 

 

 

 

 

各委員 

 

梅野会長 

 

 

 

 

安積賃金室

長 

梅野会長 

 

 

 ありがとうございます。 

結構多くの資料でしたが、ただ今の事務局説明に関して、何か御質問

等ございましたら、どうぞお出しください。 

 

（特になし） 

 

また、これからの審議会でもこういう内容のことが出てきますので、

またその折に何かあれば、出してください。 

それでは、次まいります。 

その他の件ですが、何かございますか。 

 

（特になし） 

 

それでは、次回の日程について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

はい、例年どおり来月６月下旬頃には中央最低賃金審議会での目安の

改正諮問が見込まれておりますので、これを踏まえまして、局長から兵

庫県最低賃金の改正諮問をさせていただきたく、次回は７月１日の月曜

日午前 10時、場所はこの会議室で開催できればと考えております。 

 

ただ今、事務局から説明がありました。 

次回の本審は７月１日月曜日の午前 10 時、場所はこの会議室、本席

です。 

また、次回本審の公開・非公開ですが、昨年度同様、公開といたした

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

 はい。 

 

では、公開といたします。 

それでは、次回本審は７月１日月曜日午前 10 時、本席、公開という

ことにいたします。 

事務局から何かございますか。 

 

特にございません。 

 

では、他になければ、本日の審議会はこれで終了いたします。 

ありがとうございました。 
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森田 直樹 

松岡 直哉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


